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平成３０年度 第１回 

 

 

 

帯広市廃棄物減量等推進審議会 議事録 
（概要） 

 

 

 

 

 

 

日時 平成３０年５月２９日（火） 

午後４時～ 

会場 帯広市役所１０階 第２会議室 

 

 

 

 

出席委員（１３名）   帯広市（８名） 

  

    
青 田 委員          川 端  市民環境部長    

岡 田 委員          岸 浪   清掃事業課長 

梶  委員                  一 森   指導担当課長 

兼 子 委員          櫻 田  課長補佐 

上 谷 委員          前 野  ごみ減量係長 

木 川 委員                  西 本  ごみ減量係主査 

齊 藤 委員                  中 村  ごみ減量係主任補 

高 田  委員          土 田  ごみ減量係主任補 

中 川  委員 

沼 尾  委員 

枦 川 委員 

前 川 委員 

渡 邊 委員 

（18名中 13名出席） 
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・川端市民環境部長挨拶 

・渡邊会長挨拶 

 その後議事に入る 

 

議事（渡邊会長により進行） 

 

１．帯広市一般廃棄物処理基本計画について 

 ア 第４次帯広市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュール（案）について 

 イ 「帯広市一般廃棄物処理基本計画」の進捗状況について 

事務局（櫻田課長補佐）説明 

 

会  長） はい。ありがとうございました。ただ今、議事のカッコ１のアの

第４次帯広市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュール（案）と、

それからイの帯広市一般廃棄物処理基本計画の進捗状況について、

その２つについて事務局から説明いただきましたけれども、今説明

いただいた内容について何かご質問、あるいはご意見等ございまし

たら発言いただきたいと思います。細かいことの質問でも全く構い

ませんのでいかがでしょうか。 

では、最初に聞くのも聞きづらいと思いますので、私ちょっと伺

いたいんですけれども。やっぱり今、この資料１に基づいて一般廃

棄物処理基本計画の進捗状況について説明いただきますと、やっぱ

り一番印象に残るのはこの目標が達成できていないということだ

と思うんですが、そもそもこの１０年前に立てた目標というのは、

相当厳しかったんですかね。それとも割と達成可能な目標として立

てたけれども達成できなかったんでしょうか。そのへんというのは

答えにくいかもしれませんけれどもどんな感じなんでしょうかね。 

 

事 務 局） 当時ですね、帯広市も環境モデル都市ということもありまして、

国の目標値、道の目標値よりも更に上を目指すということで少し野

心的なところもございまして高めに設定したということもありま

して、市民の努力などがあまり反映されていないという説明があり

ましたがこんな状況ということでございます。 

 

会  長） はい。ありがとうございます。そういうふうに国の目標値よりも

厳しい目標を立てたっていうことですね。それで達成が難しかった

ということなんですが、この国の目標値というのから見た場合は、

この帯広市の現状というのはどんな感じなんでしょう。国の目標値

には達しているのか、そこから見てもまだちょっと不十分なのかと
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いうと大体どんな感じなんですかね。 

 

事 務 局） 排出量につきましては今の帯広市の数値はですね、全道、それか

ら全国平均を上回っておりますので、この部分については現在の数

値ですね。実績は遜色はないと感じておりますが、ただしリサイク

ル率については国の目標が３０％ということで持ってございます

ので、その部分についてはまだ到達していないという状況でござい

ます。 

 

会  長） ありがとうございました。今のお話ですと、一人一日あたりの総

排出量については道内の平均や全国の平均よりも少ないというこ

とですね。だから良いということですね。 

あと、最終処分量もこれも他と比べて少ないほうなんですか。 

 

事 務 局） 最終処分量の国の目標、それから道の目標は多分ないかと思いま

すが、この数値につきましても道や国の平均よりは少ないというこ

とでございます。 

 

会  長） ありがとうございました。今後のことを考えていく上で、まず帯

広市の現状をどう見るかって大事だと思うので、今ご説明いただい

たように、目標は達成できていないものの特に一人一日あたりの総

排出量や最終処分量については他の自治体と比べたときに決して

悪いことはないんだということが今わかりましたね。リサイクル率

については少し足りないというようなことでしたが、そんな現状で

あるということが説明いただいてわかったかと思います。 

その他、先ほどのスケジュールについてもそうですが、この一般

廃棄物処理基本計画の進捗状況について、今私が聞いたような感じ

の確認事項なんかも大事だと思いますので、もし何かお気づきのこ

とがあれば質問いただけたらと思いますがいかがでしょうか。 

 

事 務 局） 参考までなんですけれども、北海道の中での参考数値ということ

でですね、平成２８年度の道内の主要１０市という言い方をよくす

るんですけれども、人口規模が一定規模以上の自治体１０市ですね。

との比較でいいますと、まず、一人一日あたりの総排出量につきま

しては江別市、札幌市に次いで帯広市は第３位になります。１０市

中第３位となります。 

 

会  長） 少ない順ですね。 
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事 務 局） そうですね。少ない順に第３位ということで。それからリサイク

ル率につきましては、苫小牧市、札幌市、帯広市ということでこち

らも第３位ということで。もちろん良い順にですね。高い順に第３

位ということで。相対的なものでいうと決して低くはないんですが、

目標値についてはかなり差があるということですね。まだ達成して

いないという項目もあるということでございます。 

 

会  長） ありがとうございます。全く違うところでも構いませんので何か

ありましたら発言ください。いかがでしょうか。 

      質疑応答の時間は後でもまた改めてとれますが、今聞いておきた

いこととかは特にないですか。なければ少し先に進ませていただい

て、また後で改めて質疑応答の時間をとりたいと思います。 

そうしましたらとりあえず次の議題カッコ１のウ。これは帯広市

のごみ処理の現状についてまた事務局のほうからご説明いただき

たいと思います。お願いします。 

 

１．帯広市一般廃棄物処理基本計画について 

 ウ 帯広市のごみ処理の現状について 

事務局（岸浪清掃事業課長）説明 

 

会  長） ありがとうございました。ただ今、帯広市のごみ処理の現状を資

料２に基づいて詳しく説明をいただきましたけれども、まず、今説

明いただいた内容について何かご質問ですとか、確認するところな

どありましたらご発言いただけたらと思いますがいかがでしょう

か。どこかわからなかったところとかございませんか。はい、どう

ぞ。 

 

委  員） 資料２の９ページのカッコ５のごみ処理経費の現状のところで、

ごみ処理の経費が平成２５年のところがすごい少なくなっている

なと思うんですけど、何か理由とかがあるのでしょうか。 

 

事 務 局） 平成２５年はくりりんセンターの費用の関係で下がっております。

くりりんセンターでは管理委託をしてまして、１５年の長い管理委

託をしております。その委託契約の中で、なるべく財政負担が均等

になるように、平準化といいますけれども、大体年度の頭が決まっ

てます。この金額以上にならないようにというような設定がありま

して、その中で、例えば新しく施設を更新したり、経費が増えます
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と、頭が決まってますので、その年になると管理費を抑えたりしな

ければならないということもありまして、たまたまこの平成２５年

は施設整備の時期にかかって管理費等が少なくなっていてこうい

う見え方になっておりますが、最初の５年間は長期委託が始まって、

最初の５年間は施設整備のお金がかかったんですが、平成２９年か

ら、以降１０年間についてはずっと管理費は均等になりますので、

こういう増減はないということで、大体１３億円前後で進むのでは

ないかなというように考えております。ちょっと難しい話で申し訳

ございません。 

 

会  長） わかりましたか。今の話で。 

 

委  員） はい。 

 

会  長） たまたまこの年は委託の業者さんに払うお金が少なかった。たま

たまというか流れ上少なかったということですね。 

 

事 務 局） 管理費についてはそのとおりです。 

 

会  長） 特にこの年がごみが少なかったとかそういうことではないという

ことですね。 

 

事 務 局） そうですね。 

 

会  長） ありがとうございました。その他いかがですか。はい、どうぞ。 

 

委  員） ４ページの下の表の５の資源集団回収の量が減っているのが、管

理費のグラフでも先ほどあったんですけど、確かに新聞とか雑誌と

かの量が減っているんだとは思うんですけど、取り組んでいる団体

の数っていうのは減っていないんでしょうか。 

 

事 務 局） 取り組んでいる団体は７百数十団体ございます。大体ですね、年

間増減はございますが、一桁以内で増減があるということで団体が

減っているという傾向は特にないということです。新しく、例えば

清流だとか住宅地が造成されたときに町内会ができてということ

もありますし、あるいは中には町内会が継続できなくて辞められて

ということもございますけれども、大体、今、傾向は下がっている

という現状ではございません。 

委  員） 結局、それに合わせて団体の数が減っているというわけではない
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んですね。 

 

事 務 局） はい。 

 

委  員） 私も町内会長をやっているんだけど、町内の戸数がまず減ってい

るんですよね。そういうのも原因かなと。町内会に入っていらっし

ゃらない世帯が増えてきて町内会の資源集団回収になかなか参加

していただけないというのはあるもんですから、それも影響してい

るのかなというように思っていました。 

      あとですね、一番最後の１３億３千５百万円。市が組合に払って

いるんですけど、市が家庭とか事業所から預かっているごみ袋のお

金だとか、事業系のごみだったらくりりんセンターで回収されてい

るお金を足し上げると１３億のうちどれ位の比率になるんでしょ

うかね。 

 

事 務 局） ３億５千万円。袋の収入が毎年大体同じくらいで３億５千万円程

度。 

 

委  員） 有料袋が。 

 

事 務 局） 有料袋ですね。あとその他、し尿とかですね。 

 

委  員） 事業所がくりりんセンターに委託をして持って行って売り払って

いる。 

 

事 務 局） くりりんセンターが受ける使用料ですとか。 

 

委  員） それは帯広市の財産ではない。 

 

事 務 局） 財産ではないです。十勝圏複合事務組合の財産ですね。正確に言

えばくりりんセンターの収益になります。 

 

委  員） くりりんセンターの中で帯広市から入ってくるという流れ。返還

はされるんですよね。 

 

事 務 局） 当然、収入が分担しなければならないお金から差し引かれますの

で、収入が多ければ多いほど分担金が下がるということになります。 

 

委  員） そうすると、くりりんセンターで考えると、ごみ収集の運搬と資
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源集団回収の運搬経費、４億４千万円と３億６千万円と合わせたら

８億円。８億円のうち市民が負担しているのは３億５千万円でした

っけ。こういう有料のごみ袋で負担しているのは半分位。 

 

事 務 局） そうですね。半分いかない位ですね。 

 

委  員） わかりました。 

 

会  長） よろしいですか。ありがとうございました。その他いかがでしょ

うか。 

      今の木川委員の質問とも関連するかもしれないんですけれども、

私、この間、町内会のごみステーションの掃除をするのが私の役割

なんですけど、掃除してたら町内の人から出した資源ごみって一体

どこへ行くのか。そしてその資源ごみはどこかに売ってお金が市に

入ってきたりしているのかって聞かれたんですけど。もちろんリサ

イクルプラザで分別してですねとは話はしたんですけど、それから

先はどこに行っているかは私も知らなかったんですけど、そこから

先って一体どこへ行くのかっていうことと、そっから先に行ったと

きって、こっちから処理のお金を払って処理してもらっているのか、

それとも何か資源として売ってどこかへ収入が入ったりしている

のかというのはどういうふうになっているんですかね。 

 

事 務 局） 資源集団回収ですか。 

 

会  長） いやいや、違うんです。普通の資源ごみの日にごみステーション

に捨てられる資源ごみなんですけど。 

 

事 務 局） Ｓの日、計画収集の資源ごみ、例えば新聞ですとか紙ですとか雑

誌ですとか、こちらのほうは引き取り業者に直接売られて、くりり

んセンターの収入になります。 

 

会  長） くりりんセンターの収入ですね。 

 

事 務 局） はい。くりりんセンターが十勝リサイクルプラザの委託をしてお

りまして、一括くりりんセンターのほうの歳入になります。 

 

会  長） ペットボトルとかああいうのはどうなんですか。 

 

事 務 局） ペットボトルもですね、容リ協のほうに行きます。今は有価だと
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聞いてますので、その収入についても同じです。 

 

会  長） それらが売られてくりりんセンターの収入になっている。 

 

事 務 局） はい。 

 

会  長） そういうように説明しておきます。ありがとうございます。その

他いかがですか。はい、どうぞ。 

 

委  員） 収入のほうの話なんですが、ちょっと話逸れるんですけど、居酒

屋でバイトしていた時期がありまして、生ごみをそのまま普通のビ

ニール袋、有料ではない透明のビニール袋で出して回収してもらう

という形だったんですが、事業というか家庭でないほうはそういう

ふうになっているんですか。 

 

事 務 局） 事業者のごみと家庭から出すごみというのは、それぞれ処理の仕

方が違うといいますか、事業者のごみについては事業者の責任で処

理をしてもらうということになっています。それぞれの家庭のやつ

は帯広市が回収することになっていて。事業者のごみは自分で、く

りりんセンターがあるんですけれども、そこに自分で運べる方につ

いては先ほどお話にあった生ごみについては一般廃棄物なので、く

りりんセンターは一般廃棄物の処理施設ですから直接、事業者が持

って行くいうことも出来ますし、あとひとつは許可業者、帯広市が

事業系の一般廃棄物の収集運搬の許可がないとごみの収集運搬っ

て出来ないんですよ。その許可を受けたところが回収をするという

ことで。許可業者の中で今言ったようなビニール袋で週なのか月な

のか１日なのかみたいなのはわかりませんけれども、どのくらいの

量ですねというような契約をするというパターンもありますし、袋

自体に何十円とか何百円とか袋を売ってそれに入れてもらって回

収するといったケースとそんな感じで回収されているというよう

なところです。 

 

委  員） 市を通していない個別の契約でやっているという感じですね。あ

りがとうございます。 

 

事 務 局） ちなみにくりりんセンターへは１０キロ１７０円でくりりんセン

ターに持ち込めます。許可業者についてはそれにプラスアルファで

収集運搬料金が加算されます。 



9 

      補足しますけれども、くりりんセンターに一般廃棄物は１０キロ

で１７０円のお金がかかるんですよ。ですから自分で持って行った

ら事業者は１７０円だけ払えばいいんですけども、許可業者に頼む

とくりりんセンターでかかるお金は同じだけかかるんで、あとは業

者の収集運搬の経費を上乗せして契約をするみたいなことになっ

ています。 

 

委  員） ありがとうございます。 

 

会  長） はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。何か

関連してご意見などもあれば伺いたいんですが。はい、どうぞ。 

 

委  員） 先ほどの最終処分の合計額が１３億円というのがありましたね。

それで、人口一人あたり年間７，９３４円の経費を負担していると

いうことになるんですけれども、私たちもどのようにしたらもっと

それを削減することができるのかなと。一市民として守っていって、

もっと少ない額になるのではないかなと思うんですけれども。例え

ば食べ物を粗末にしないで少しでも少なくなるように大事に、あま

り残り物を出さないようとか、みんなが気をつけるともっともっと

抑えられるんじゃないかなと思うんですけど。この前のときにも何

かありましたね。持ち帰り。ごみの持ち帰りだとか本当に大事に端

っことか皮をお料理の方法で食べられるようになるとかね。みんな

が気をつけると大分違うと思うんですけど。大きな金額だなと思い

ました。別に質問でも何でもなく自分の感想なんですけれど。 

 

会  長） ありがとうございました。いかがですか。今お話のあった特に市

民一人あたりの負担を減らすために我々が一番できることは何か

というような趣旨のことだったかと思いますが。どうですか。 

 

事 務 局） 当然ごみが少なくなれば負担は少なくなりますので、皆様には一

生懸命頑張っていただいているところではございますが、更にごみ

を少なくしていただいたり、資源化にご協力いただきたいのと。も

うひとつは私たちの業務の効率化も思っているところでございま

すが、今後も市民のために業務を見直したり、研究をしたりですね、

進めていきたいなと思っております。 

 

会  長） ありがとうございます。燃やすごみだとやはり生ごみの重さを減

らすということですかね。まずは。 
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委  員） いいですか。 

 

会  長） はい、どうぞ。 

 

委  員） ごみの組成分析の中の燃やすごみのことなんですけど、主婦とし

て、生ごみが半分以上ということなんですけど、もちろんなるべく

全部使ってやってはいるんですけど、生ごみの中で、例えば生ごみ

を処理するときにうちはチラシをごみ箱の形に作って、水を切って

それに包んで出しているんですけど、ビニール袋とかに入れて出し

てもいるんですけど、やっぱりそこって違いますかね。 

 

事 務 局） 生ごみの５４パーセントは重さで表しているんですよね。水を切

っていただければいただくほどこの比率は下がりますので今後も

お願いをしながら進めていきたいと思います。 

 

委  員） ビニールって燃えないごみじゃないですか、基本。燃やさないご

み。それだとチラシで出すのとビニールで出すのとって違いはあり

ますか。 

 

事 務 局） 当然、言っているものについては燃やすごみ中に、袋に入れて出

したりしていただきたいと思います。それと紙とどこが違うのかと

いうと。 

 

委  員） あまりそれは関係ない。 

 

事 務 局） 一般的な話で申し訳ないんですけど、どうしても紙で出すと水分

があると破れちゃうから当然水分少な目のごみになりますよね。ビ

ニールで入れると水分が多小あっても袋に入れるとそこらへんに

こぼれたりしないのでどうしても水分は。私どもといたしましては、

水切りをしてほしいということでお願いしているんですけど、どう

してもやはりビニール袋になると水分の切れが悪くなるというこ

とで重量がかさむ傾向にあるのかなとは思います。 

ビニール袋と紙で重さがどうなるのかなっていうことで言えば

袋自体も紙自体も重さは同じで、比較でいえば大して変わらないん

だと思うんですよね。中身の水分。これがやはり大分違うのかなと

思います。 

 

委  員） ここに書いてある資源ごみが混ざっていたりとか、燃やさないご

みが混ざっていたりというのがちょっと出てたのでそれでちょっ
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と違うのかなとちょっと気になったんですけど。 

 

会  長） 収集する側からすれば紙袋に入っていて破けちゃうよりもビニー

ル袋でちゃんと保持されていたほうがいいですよね。そう考えると

ね。 

 

事 務 局） 収集する段階では有料袋に入れてもらっていますので、紙で作っ

て入れてもらっても口さえ縛ってあれば問題なく収集できますの

で。 

 

委  員） わかりました。 

 

会  長） 水切りが一番大事ということですね。 

 

委  員） 水をちゃんと切ると。わかりました。 

 

会  長） ありがとうございました。その他いかがでしょうか。よろしいで

すか。なければ。はい、どうぞ。 

 

委  員） 基本方針の別添のＡ３の資料の中でですね、取り組みの中で現状、

１，２，３と評価を入れていただいているんですけども、特に事業

系のごみ減量化・リサイクルシステムの構築というところで、なか

なかその取り組みが難しいのは重々こちらもわかっているところ

ではあるんですが、現状、取り組みが難しいということで評価が３

になっていると思うんですけど、さっきの話もありましたけれども、

事業者の責任でという部分が多いのでなかなか難しいとは思うん

ですが、市として事業系ごみの削減に対して何か考えていらっしゃ

るようなことがあるんでしょうか。 

 

会  長） お願いします。事業系ごみのリサイクル・削減の方針とかですね。

あればお願いします。 

 

事 務 局） 市といたしましても、家庭系ごみも事業系ごみも削減させていた

だきたいということで目標に向かって進んでございます。取り組み

の中では若干もったいない部分もございますが、事業系業者向けの

ごみ懇を行ったりですとか、あと事業者向けのパンフレットなどを

作成して、事業者もごみの処理にお金がかかっておりますので、少

しでも経費を削減したいということで資源化をしたいと工夫をし

ているかとは思いますが、それよりもまた更に一歩資源化をしてい
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ただけるようにということで、今のところは周知、それからごみ懇

談会というところでの取り組みになるんですけれども、今後もです

ね、基本方針２のところ今は３ということでございますが、という

ところを更にどうにかできないかということで、２年間、２年弱に

なりますけれども、現行で行きたいなと考えてございます。 

 

会  長） ありがとうございました。よろしいですか。ここまで副会長は何

かございませんか。 

 

副 会 長） いえ。 

 

会  長） よろしいですか。そうしましたら少し先に進めていきたいと思い

ます。あと議題がもう一つ残っております。議題のカッコ２、その

他というところについて事務局から説明いただきたいと思います。

お願いします。 

 

２．その他 

事務局（前野ごみ減量係長）説明 

 

会  長） はい。ありがとうございました。以前からこの審議会でも話題に

なっていました単体ディスポーザの使用が４月から可能になった

ということで、今、最後にご報告いただいたように今のところまだ

申し込みはないということでしたが、問い合わせも結構多いので、

これから実際の申し込みが出てくるだろうということでしたが、今

説明いただいた内容について何かご質問、ご意見等ございましたら

発言ください。いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

委  員） 以前もちょっとお伺いしたんですが、浄化槽を設置しているよう

なところでの使用はそのときまだこれから試験をするという内容

だったような気がするんですけど、下水道じゃないところでも使用

可能なのか教えていただきたいのと、あと価格はどのくらいなのか

教えていただきたいと思います。 

 

事 務 局） 価格については大体１５万円程度と聞いてございます。その他、

設置費用ですとか各種費用がかかります。それから以前、下水道区

域以外の今、浄化槽を付けているところは使えるのかということで

すが、浄化槽のほうについてはそこで水と生ごみに分ける装置が付

いていますので台所に付ける部分では問題ないということで構わ
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ないです。浄化槽付きですね。ここでもう一つの排水処理付きディ

スポーザと同じ考え方になりますので問題ないです。 

 

委  員） ごみが詰まったりですとか、処理しきれないということは大丈夫

でしょうか。 

 

事 務 局） 合併浄化槽に付けられる方ですか。 

 

委  員） 合併浄化槽ですね。家庭用の。 

 

事 務 局） 農村の散居住宅の方。技術的なこともありますので確認させてい

ただきたいと思います。 

 

委  員） そうですか。 

 

会  長） ありがとうございました。浄化槽で使えるかどうかについては確

認の上、連絡していただければということでお願いします。その他

今のディスポーザのことについてご意見、ご質問ございますでしょ

うか。はい、どうぞ。 

 

委  員） ６番の使用にかかる費用ということで、「当面の間、無料としま

すが」ってなっているんですけど、そのうち、それを設置して毎月

いくらかのお金がかかるみたいなことを検討しているということ

なんでしょうか。 

 

会  長） いかがですか。 

 

事 務 局） 今現在、使用料は取らずにということですが、他都市の状況を見

ると、普及状況を考えると、使用料を取るまでにないという判断で

解禁したんですけれども、今後普及が進んで、下水道、下水管に負

荷がかかると清掃費用がかかったりですとか、メンテナンスの費用

がかかったりしてくると使用料もということも。普及状況によって。 

 

委  員） じゃあやっぱり、多くの方が使うようになるとやっぱり下水に負

担がかかるっていうこと。 

 

事 務 局） 掃除をしなきゃならない回数、今でも定期的に行われていますけ

れども、増えれば増えるほど掃除をする回数が増えるということに

もなりますので、そのへんどの程度まで使うと限界というところも
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今後のことかと。ただし下水道の許可を受けたものについてはやっ

ていってみると今のところ負担は少ないということ。それから、今

の浄化センターにそのまま廃棄しても十分処理できる容量がある

ということで確認をして今回のこととなっております。 

 

会  長） ありがとうございました。今、清掃事業課で把握している範囲で

有料になっている自治体ってあるんですか。 

 

事 務 局） 使用料を取っているところと取らないところと。 

 

会  長） いろいろなんですね。 

 

事 務 局） それぞれございまして。今１１自治体が使用料を取っている状況

です。４００円とか、５００円、３００円とか。 

 

会  長） 月ですか。 

 

事 務 局） 月ですね。月額。 

 

委  員） それは上下水道料金にプラスということですか。 

 

事 務 局） そうです。ディスポーザの使用料ということで。 

 

委  員） 使用料として別途。 

 

事 務 局） 別途請求しているということですね。 

 

会  長） それが必要な費用がかかるようになったら取るかもしれないとい

うことですね。現状ではね。よろしいですか。 

 

委  員） はい。 

 

会  長） その他いかがでしょうか。今日最初のほうから、このことだけに

限らず、最初のほうからも含めて何かあればご発言いただけたらと

思いますがいかがでしょうか。ございませんか。ないようでしたら

副会長よろしいですか。 

 

副 会 長） はい。いいですよ。 
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会  長） なければ、事務局のほうには今回出された意見や提言を踏まえて

取り組みを進めていただければと思います。今日の審議はこれくら

いにしますけれども、最後に事務局から何かあればお願いします。 

 

事 務 局） 私のほうから一つご報告させていただきます。 

本日の審議会の報酬についてでございますけれども、６月８日に

ご指定いただいております口座に振り込みを予定してございます

のでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

会  長） はい、ありがとうございました。 

それではこれで今日はこれで審議会を終了したいと思います。ど

うもありがとうございました。 


